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令和７年大崎上島町議会（第４回）定例会会議録（第２号） 

 

１ 令和７年１２月９日大崎上島町議会定例会が大崎上島町役場に招集された。 

２ 出席した議員は次のとおりである。        

   １番  森   ル イ             ２番  浜 田 幸 造 

   ３番  赤 松 良 雄             ４番  水 橋 直 行 

   ５番  進 藤 雅 通             ６番  下 末 典 和 

   ７番  末 光   透             ８番  信 谷 俊 樹 

   ９番  渡 辺 年 範            １０番  閑 田 大 祐 

３ 欠席した議員は次のとおりである。 

   欠席なし 

４ 会議録署名議員は次のとおりである。 

   ７番  末 光   透             ８番  信 谷 俊 樹 

５ 職務のため会議に出席した職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  宮 地 丈 彦     書    記  岡 田 愛 子 

６ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は次のとおりである。 

   町    長  谷 川 正 芳     副  町  長  小 田   博 

   教  育  長  佐々木 智 彦     総 務 課 長  坂 田   誠 

   企 画 課 長  竹 下 良 二     税 務 課 長  平 道 龍 二 

   住 民 課 長  亀 井 成 美     会 計 課 長  岡 田 貴 美 

   健康福祉課長  川 野 義 彦     地域経営課長  三 村 竜 也 

   建 設 課 長  下 川   昇     環境衛生課長  河 田 弘 文 

   学校教育課長  山 本 秀 樹     生涯学習課長  川 本 亮 之 

７ 議事日程及び付議事件は次のとおりである。        

  第 １ 議案第５１号 大崎上島町コミュニティ集会所条例の一部を改正する条例に

ついて 

  第 ２ 議案第５２号 大崎上島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する

条例の一部を改正する条例について 

  第 ３ 議案第５３号 大崎上島町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例について 



- 82 - 

  第 ４ 議案第５４号 大崎上島町過疎地域持続的発展計画の一部を変更することに

ついて 

  第 ５ 議案第５５号 令和７年度大崎上島町一般会計補正予算（第３号） 

  第 ６ 議案第５６号 令和７年度大崎上島町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号） 

  第 ７ 議案第５７号 令和７年度大崎上島町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

  第 ８ 議案第５８号 令和７年度大崎上島町下水道事業会計補正予算（第３号） 

  第 ９ 議案第５９号 財産の取得について 

  第１０ 議案第６０号 財産の取得について 

８ 会議の経過は次のとおりである。 

            午前９時００分 開議 

○議長（閑田大祐君） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。 

○議長（閑田大祐君） 日程第１、議案第５１号大崎上島町コミュニティ集会所条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 議案第５１号大崎上島町コミュニティ集会所条例の一部を改正す

る条例について提案説明を申し上げます。 

 木越会館については、これまで木越区が所有、管理してきましたが、維持管理費の負担

が大きく、また区民の高齢化により管理体制の維持が困難となっております。このため、

町が地域住民の交流拠点として木越会館をコミュニティー集会所として管理、運営するこ

ととし、当該条例に木越会館を追加し、改正を行うものです。 

 なお、施行期日は公布の日としております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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 水橋議員。 

○４番（水橋直行君） 今のコミュニティー集会所についてなんですけれども、他の地区

において区が所有しているようなものはまだ現在残っておられますか。 

○議長（閑田大祐君） 総務課長。 

○総務課長（坂田 誠君） 他の地区が所有している集会所はちょっと把握しておりませ

ん。ただ、指定管理を結んでいただいていない集会所というものが３件ほどございます。 

 以上です。 

○議長（閑田大祐君） 水橋議員。 

○４番（水橋直行君） というのが、もう過疎もどんどん進んできようるところもあっ

て、区の人口がどんどん減ってきよると思います。今のこの木越会館も人が少なくなっ

て、高齢化してきて、管理がしんどいよという部分だと思うんです。その辺も含めて、他

の地区のことについても現状把握して考えていただいて、今後の対応につなげていただい

たらと思います。 

○議長（閑田大祐君） ほかに質疑ありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第５１号大崎上島町コミュニティ集会所条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５１号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（閑田大祐君） 日程第２、議案第５２号大崎上島町非常勤消防団員に係る退職報
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償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 議案第５２号大崎上島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給

に関する条例の一部を改正する条例について提案説明を申し上げます。 

 本案は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政

令が施行され、消防団員の退職報償金に勤務年数３５年以上の区分が創設されたため、所

要の改正を行うものです。 

 なお、施行期日は公布の日としております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第５２号大崎上島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５２号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（閑田大祐君） 日程第３、議案第５３号大崎上島町印鑑の登録及び証明に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 
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 提出より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 議案第５３号大崎上島町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例について提案説明を申し上げます。 

 本案は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、印鑑登録事務に係

る情報システムを国の示す標準化仕様書に準拠したシステムに移行します。これに伴い、

印鑑登録の運用を国の示す標準化仕様書に合わせるため、条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第５３号大崎上島町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５３号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（閑田大祐君） 日程第４、議案第５４号大崎上島町過疎地域持続的発展計画の一

部を変更することについてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 
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 町長。 

○町長（谷川正芳君） 議案第５４号大崎上島町過疎地域持続的発展計画の一部を変更す

ることについて提案説明を申し上げます。 

 本案は、大崎上島町過疎地域持続的発展計画の一部を変更するため、過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法第８条第１０項において準用する同条第１項の規定により

議会の議決を求めるものです。 

 主な内容としましては、過疎債を活用する予定のハード１事業を計画に追加するもので

あります。 

 詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。慎重審議の上、ご決定ください

ますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） 企画課長。 

○企画課長（竹下良二君） 大崎上島町過疎地域持続的発展計画の変更により追加計上等

の事業について説明いたします。 

 令和３年９月に策定の過疎地域持続的発展計画にハード事業１事業を追加し、計画を変

更するものでございます。追加事業として、ハード事業は、持続的発展施策区分、事業

名、市町村道路に、事業内容として町道幸田線改良事業を計画に追加しております。追加

及び変更の事業につきましては、過疎債を有効活用することとし、いずれも過疎地域の振

興に資する事業であること、適債性について検討し、計上しております。 

 なお、計画の変更に係る広島県との協議につきましては、令和７年１０月１５日付で異

議のない旨の回答を得ております。 

 以上です。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 渡辺議員。 

○９番（渡辺年範君） これ、予算的なものは大体分かっとんですか。大体どのぐらいか

かる。それとも、これから審議ということで。 

○議長（閑田大祐君） 建設課長。 

○建設課長（下川 昇君） 渡辺議員の質問にお答えいたします。 

 工事予算はもう計上しておりまして、もう契約も終わっております。契約金額は約２３
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０万円ぐらいになります。 

 以上です。 

○議長（閑田大祐君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第５４号大崎上島町過疎地域持続的発展計画の一部を変更することについ

てを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５４号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（閑田大祐君） 日程第５、議案第５５号令和７年度大崎上島町一般会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 議案第５５号令和７年度大崎上島町一般会計補正予算（第３号）

について提案説明を申し上げます。 

 本案は、令和７年度大崎上島町一般会計予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４，１０１

万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８４億９，７３８万

６，０００円と定めるものです。 

 補正予算の主な内容は、ふるさと納税推進事業について追加計上を行うとともに、その

他事業の施行に伴い、予算の補正が必要となった事業について所要の補正を行うもので
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す。 

 第２表繰越明許費では、消防・防災設備機材整備費等２事業について、その事業費を翌

年度に繰り越すこととしており、第３表債務負担行為補正では、新たに火葬場「大峰苑」

管理運営委託料の追加を、第４表地方債の補正では、事務費等の補正に伴い、起債の限度

額について補正を行っております。 

 歳入予算では、国庫支出金、県支出金、寄附金、町債を計上し、繰入金により歳入歳出

予算の均衡を図っております。 

 詳細につきましては、総務課長より説明申し上げます。慎重審議の上、ご決定ください

ますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） 総務課長。 

○総務課長（坂田 誠君） 一般会計補正予算（第３号）の詳細について説明いたしま

す。 

 予算書の５ページをお願いします。 

 第２表繰越明許費では、年度内の完了が見込めない事業など２事業、総額２億１，４８

９万８，０００円を次年度に繰り越すこととし、計上しております。 

 ６ページをお願いします。 

 第３表債務負担行為の補正では、火葬場「大峰苑」管理運営委託料について追加計上し

ております。 

 ７ページをお願いします。 

 第４表地方債の補正では、町道東原下向山線改良事業等４事業について、事業費の増に

伴い所要の調整を行いましたので、起債の限度額について総額で１，１３０万円の増額を

行っております。 

 １１ページをお願いします。 

 歳入予算ですが、県支出金では、県負担金の広島県移譲事務交付金では、交付決定に伴

い土木建築公共事業移譲交付金１９５万円の増額を行っています。 

 １２ページをお願いします。 

 寄附金では、寄附金の一般寄附に寄附業者１社で２０３万３，０００円の新たな計上

を、ふるさと納税寄附金に受納実績見込みに伴いふるさと納税寄附金６，７００万円の増

額を行っています。 

 繰入金では、基金繰入金の財政調整基金繰入金に歳入歳出予算の均衡を図るため財政調
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整基金繰入金５，８３６万８，０００円の追加を、町債では、町債の土木債に事業の変更

に伴い町道東原下向山線改良事業等３事業で１，０３０万円の増額を計上しております。 

 １４ページをお願いします。 

 歳出予算ですが、議会費では、議会費の議会費に議会だよりページ数増に伴い議会運営

費２１万２，０００円の追加を、総務費では、総務管理費の財政管理費に認定団体等指定

ふるさと納税の増額見込みに関わる団体交付金の不足分等としてふるさと納税推進事業

７，０９６万４，０００円の追加を、財産管理費に宇浜集会所改築工事に係る土地の購入

費として町有財産管理費６２９万３，０００円を追加計上しております。 

 １５ページをお願いします。 

 統計調査費の基幹統計調査費に最低賃金引上げによる国勢調査員報酬として統計調査事

業諸費１０８万５，０００円の追加を、民生費では、社会福祉費の高齢者福祉費に老人入

所者の増に伴い老人保護措置費６００万７，０００円の追加計上しております。 

 １６ページをお願いします。 

 生活困窮者福祉費に令和６年生活困窮者自立相談支援事業国庫確定による精算返還金１

９２万１，０００円の追加を、生活保護費の扶助費に令和６年度生活保護費等国庫負担金

の確定に伴う返還金５１４万４，０００円の追加計上しております。 

 １７ページをお願いします。 

 農林水産業費では、農業費の農業振興費に企業寄附活用事業としてかんきつ産地育成事

業２０３万４，０００円の追加計上しております。 

 １８ページをお願いします。 

 土木費では、道路橋りょう費の道路維持費に各地区要望等への対応に伴い道路維持費

２，００７万５，０００円の追加を、道路新設改良費に事業費増額に伴い町道東原下向山

線改良事業５０６万７，０００円の追加を、都市計画費の空家等対策費では、危険建物除

却促進事業補助金の申請件数増に伴い空家等対策事業２４０万円の追加計上しておりま

す。 

 １９ページをお願いします。 

 教育費では、社会教育費の大崎上島文化センター費では光熱水費不足見込みに伴い大崎

上島文化センター運営費４１３万３，０００円の追加計上しております。 

 ２０ページをお願いします。 

 保健体育費の体育施設費では、西野スポーツ広場周辺伐採工事等に伴い屋内外運動場等
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管理費１２２万８，０００円の追加計上しております。 

 以上です。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質問は一問一答方式とし、質問数の制限はありませんが、同一質問の回数は３回までと

します。 

 それでは、質問される方はページ数、款項目節を言って質問してください。 

 水橋議員。 

○４番（水橋直行君） １８ページの６、８、５、３、空き家対策についてなんですが、

これ近年空き家対策、空き家も増えてきて、空き家の申請が多くなってきたからこの補正

が入ってきているものだと認識しているんですが、多くなっているからこそ最初当初予算

で組んだ予算以上のものが、補正が入る以上、以上のものが申請されてきているわけです

けれども、予算がなくなる時点で、なくなると見込まれる時点でその申請においては補正

を組むのだから、そのままずっと作業としてはやっていただくものなのか、補正がもう予

算がないから待ってくれ、来年に回してくれとか、例えば補正が来るまで待ってくれと

か、その辺はどのような対応をされています。 

○議長（閑田大祐君） 建設課長。 

○建設課長（下川 昇君） 水橋議員の質問にお答えいたします。 

 空き家対策の件で、ある程度の見込みで当初予算組んでおります。ただし、予算が件数

が多くてなくなっていく、ほんで補正予算で対応すると。昨年度からずっと補正予算のほ

うで対応して、なるべく空き家対策のほうを、除却される場合はお願いしたいと思ってお

りますので、今後も予算がなくなるとまた補正予算の対応でいきたいとは思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（閑田大祐君） 水橋議員。 

○４番（水橋直行君） そういう意味じゃなくて、補正予算で多分やりょうること自体問

題はないんですが、作業としてなんですけれども、予算がなくなる、補正を組まにゃいけ

ん状態のときに、作業として申請があったら、いや、金がないけえ待ってくれって待たす

ものなのか、それとも補正の見込みの下、継続して作業はしていただくものなのかという

のが、やっぱりいろいろタイミングもあったりしてそれぞれ町民の方の懐事情もいろいろ
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あったりすると思うんですが、そのタイミングを逃したがために作業というか、空き家対

策というか、その空き家の対策をしない状況に陥るのも支離滅裂なような気もするので、

できれば継続的にスムーズな作業に適用してほしいかなという意味合いの質問です。 

○議長（閑田大祐君） 課長。 

○建設課長（下川 昇君） 予算がなくなると一応補正予算で対応するので、説明はいた

します、申請者の方に。待っていただけるのであれば、補正予算対応後、申請をうちのほ

うが受けて、その後連絡を取り、対応するようにはしております。ただし、予算がついて

ない場合には、ちょっとまだ工事発注とかそういったものについては待っていただくよう

にお願いはしております。 

 以上です。 

○議長（閑田大祐君） 水橋議員。 

○４番（水橋直行君） 予算的なものもあるけえあれなんですけど、議会の承認が得られ

るかどうか分からないから分からないと言われたらそれまでなんですが、できればですけ

ど、やっぱり今こういう制度があってその制度を利用しながら対策をしていかれる方が申

請されてると思いますので、できればスムーズに、待ちじゃなくて、実際にこれというの

が、待ってもらったけどタイミングちいと悪いけえ来年度と言ったら、待てんのんよとい

う人たちの声も聞いたことがあるから、の部分なんですが、スムーズにできるような対

策、対応を考えていただければありがたいと思います。 

○議長（閑田大祐君） 答弁いいですか。 

 ほかにありませんか。 

 森議員。 

○１番（森 ルイ君） １７ページ、衛生費農林水産業費農業費農業振興費の中のかんき

つ産地育成事業についてご説明お願いします。 

○議長（閑田大祐君） 地域経営課長。 

○地域経営課長（三村竜也君） 森議員の質問にお答えいたします。 

 このたび計上させていただいているかんきつ産地育成事業については、ポッカサッポロ

さんの寄附金を活用して行う事業でございます。中身といたしましては、レモンの苗木を

購入した方に対する補助とレモンの肥料を購入した方に対する補助をする予定としており

ます。 

 以上です。 
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○議長（閑田大祐君） 森議員。 

○１番（森 ルイ君） これは、対象が農業をされている方なのか、個人でも利用ができ

るのかというところと、販売場所についてお伺いします。 

○議長（閑田大祐君） 地域経営課長。 

○地域経営課長（三村竜也君） 活用いただけるのは、個人の方でも活用いただけます。

ただし、農協さんのほうで苗木及び肥料を購入した方が対象となります。 

 以上です。 

○議長（閑田大祐君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 浜田議員。 

○２番（浜田幸造君） １８ページの土木費の道路維持なんですけども、ちょっと確認し

ます。 

 道路舗装とか県道の舗装とかセンターラインは、これ県の費用でありますか、町がやる

んですかね。センターラインの道路舗装、道路維持の舗装です。 

○議長（閑田大祐君） 建設課長。 

○建設課長（下川 昇君） 浜田議員の質問にお答えします。 

 センターライン等ですね、この維持の中に入ってるかということ。この予算の中には入

っておりません。ただし、センターライン等、当初予算のほうで計上している予算内で今

後やっていく予定にはしております。 

 以上です。 

○議長（閑田大祐君） 浜田議員。 

○２番（浜田幸造君） 維持舗装につきましては県がやるんかね。 

○議長（閑田大祐君） 建設課長。 

○建設課長（下川 昇君） 権限移譲のほうも増額になっているものについて維持工事で

行う予算になってますので、この中に入ってるかというと入ってはおりません。ラインに

ついてはですね。これは、あくまで県道の補修工事のみとなっております。 

 以上です。 

○議長（閑田大祐君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 赤松議員。 
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○３番（赤松良雄君） 委員会で建設課長にも聞いて度重なる質問ですけども、予算がな

い、権限移譲されとる割には予算がないって、住民からは苦情が出て、町長も何回も聞い

とると思うんですけども、僕らも２月にちょっと県土木に行ってお願いしようと思うんで

すけども、課長の気持ちとしてはどれぐらい今の予算、例えば１，０００万円ぐらいあっ

て、４，０００万円か５，０００万円ぐらいあれば今の町民の要望がかなえられる。例え

ば伐採ができたり悪いところの補修とかラインができるかということを、僕ちょっと今、

２月行くから計算してくれと言っとるんですけども、その維持。この間課長が県土木行っ

てお願いしたけど、なかなか県の予算も難しいの分かるんだけど、そのギャップどのぐら

いあるのか。 

○議長（閑田大祐君） 建設課長。 

○建設課長（下川 昇君） 赤松議員の質問にお答えいたします。 

 現在、今年で約２，５００万円ぐらいの権限移譲をいただいているんですけど、これか

らまだ伐採等を行っていってラインまで全部いくとなると、恐らく３，０００万円超えて

かなり必要だとは思います。 

 以上です。 

○議長（閑田大祐君） 赤松議員。 

○３番（赤松良雄君） 町長に質問ですが、僕らも要望しても、ない予算はできないとい

うことばっかり聞かれて、住民がどうなっとると言われとるんですけども、もう少し県も

そういった、せめて木を切るとか、今の道路、町長も県道何か所も要望を聞かれたと思う

んだけど、もう少し県にお願いして、改良じゃなしに修繕ぐらいの金はできるようにして

いただきたいと思うんですが。 

○議長（閑田大祐君） 町長。 

○町長（谷川正芳君） 赤松議員の質問にお答えいたします。 

 今現在でも土木の東広島のほうの所長ともいろいろそういう話もして、維持管理という

ところが非常に厳しい状態が続いております。しかしそうはいっても、国のほうにも伝え

ているんですけれども、建設だけではなく維持管理ということが今一番非常に経費がかか

っておる。そこに対しての目配りをお願いしたいというのは、これからも引き続き伝えて

まいりたいと思います。努力してみます。 

○議長（閑田大祐君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 
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            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第５５号令和７年度大崎上島町一般会計補正予算（第３号）を採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は原案どおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５５号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（閑田大祐君） 日程第６、議案第５６号令和７年度大崎上島町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 議案第５６号令和７年度大崎上島町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２号）について提案説明を申し上げます。 

 本案は、令和７年度大崎上島町国民健康保険事業特別会計予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２，８８２万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億２，

２３３万２，０００円と定めるものでございます。 

 補正予算の内容は、歳入予算では、保険給付費見込み増による財源調整として普通交付

金５５６万７，０００円を、また被保険者返納金として２，３２５万７，０００円を予算

化し、歳出予算では、保険給付費見込額２，８８２万４，０００円の追加等を計上してお

ります。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 
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 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第５６号令和７年度大崎上島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５６号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（閑田大祐君） 日程第７、議案第５７号令和７年度大崎上島町介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 議案第５７号令和７年度大崎上島町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）について提案説明を申し上げます。 

 本案は、令和７年度大崎上島町介護保険事業特別会計予算の総額に歳入歳出それぞれ４

１４万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億２４９万

３，０００円と定めるものでございます。 

 補正予算の内容は、歳入予算では、保険者機能強化推進交付金及び保険者努力支援交付

金３８９万８，０００円を予算化し、歳出予算では、地域支援事業の見込額の増加に伴い

４１４万４，０００円の追加等を計上しております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 
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○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第５７号令和７年度大崎上島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５７号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（閑田大祐君） 日程第８、議案第５８号令和７年度大崎上島町下水道事業会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 議案第５８号令和７年度大崎上島町下水道事業会計補正予算（第

３号）について提案説明を申し上げます。 

 本案は、令和７年度大崎上島町下水道事業会計予算の収益的支出の予定額において下水

道事業費用を４億３，３７０万２，０００円と定めるものでございます。 

 補正予算の主な内容は、下水道事業費用では、処理場費に光熱水費１１８万４，０００

円を、総係費に人事異動に伴う給料等７５万９，０００円を計上しております。 

 以上でございます。慎重審議の上、決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 
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 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第５８号令和７年度大崎上島町下水道事業会計補正予算（第３号）を採決

決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５８号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（閑田大祐君） 日程第９、議案第５９号財産の取得についてを議題といたしま

す。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 議案第５９号財産の取得について提案説明を申し上げます。 

 本案は、大崎上島町契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、

ポータブル電源購入に係る契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 当該契約につきましては、令和７年１１月４日に指名競争入札を執行した結果、株式会

社三葉ポンプが落札し、同月７日に契約金額１，２９３万６，０００円で仮契約を締結し

ております。 

 購入予定のポータブル電源は、災害時の避難所等でスマホや通信機器を充電し、情報収

集や照明、医療機器、調理機器など電気が使えない環境で最低限の生活を維持するために
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整備するものであり、新しい地方経済生活環境創生交付金を活用した避難所用資機材整備

事業の一環として整備するものでございます。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第５９号財産の取得についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５９号は原案のとおり

決定されました。 

○議長（閑田大祐君） 日程第１０、議案第６０号財産の取得についてを議題といたしま

す。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 議案第６０号財産の取得について提案説明を申し上げます。 

 本案は、大崎上島町契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、

ワンタッチパーティション購入に係る契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるもの

でございます。 

 当該契約につきましては、令和４年１１月４日に指名競争入札を執行した結果、株式会

社クマヒラセキュリティが落札し、同月７日に契約金額１，５１８万円で仮契約を締結し
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ております。 

 購入予定のワンタッチパーティションは、災害時に避難所や体育館などでプライバシー

や衛生環境を確保するために整備するものであり、新しい地方経済生活環境創生交付金を

活用した避難所用資機材整備事業の一環として整備するものでございます。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 赤松議員。 

○３番（赤松良雄君） 物を買うんは説明を受けたんですが、入札執行状況のところで納

入場所が沖浦になっとんですが、予定はどこの場所に。ただ書いてあるだけですか。パー

ティションって多分大きいものだろうと思うんで、折り畳んでも。だから、そこら辺はど

うなっとるんか。 

○議長（閑田大祐君） 総務課長。 

○総務課長（坂田 誠君） 今、防災倉庫を建築予定でございます。その中にまだ入れる

ことができないので、沖浦のストックヤードが空いているのでそこに仮置きをさせていた

だいております。 

 以上です。 

○議長（閑田大祐君） 赤松議員。 

○３番（赤松良雄君） あそこは高潮も来ることも予想されとるんで、大潮のときにね。

ストックヤード、古紙置いたところでしょ。だから、潮があることがあるけえそういうこ

とも頭に入れて、漬からんように置いてください。ネズミもおるみたいだから、そこら辺

はちゃんとして納入か保管していただければと思うんで。 

○議長（閑田大祐君） ほかにありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 
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○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第６０号財産の取得についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６０号は原案のとおり

決定されました。 

 お諮りします。 

 議案等調査のため、１２月１０日から１２月１４日までの５日間休会したいと思いま

す。ご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、１２月１０日から１２月１４

日までの５日間休会することと決定いたしました。 

 以上で本日の日程を全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 １５日も９時から開会いたします。 

            午前９時４２分 散会 


